
 

奈良県対処方針で示されたフェーズ(段階)に応じて、三郷町立学校において引

き続き感染防止などに万全を期すとともに、児童生徒の学習を保障するため、以

下のとおり、６月１日の学校再開を目指して段階的に準備を進めます。 

 

                          三郷町教育委員会 

 学校再開に向けて、準備期間を設け、以下のプロセスで進めます。 

 なお、学校種や学校ごとの実情に応じて、具体的な対応を検討します。 

学校再開の準備として、家庭において検温等の健康観察や手洗いの徹底 

等を行ってください。  

      ・登校日においては、休校期間中の児童生徒の状況を把握するため、健康 

状態等の確認や課題への取組状況の確認などを行います。 

    ・感染防止のため１教室２０名程度となるよう分散登校を行うこととし、 

在校時間も半日程度までとします。 

 

  

     学校再開後も下記の期間は、分散登校(在校時間は半日程度)を継続。 

①小学校…６月１日(月)～６月４日(木) ※６月５日(金)は一斉登校 

②中学校…６月１日(月)～６月５日(金) 

    ★分散登校方法等の詳細については、各校より Pメール等でお知らせします。 

 ６月４日(木) 

★密集・密接となる活動は避け、内容や方法を工夫し、個人での練習を中心に活動。 

 

 

※感染症拡大状況によっては、上記の内容を変更する場合もあります。 



・新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を身につけるとともに、

児童生徒自らが感染リスクを判断し、避ける行動をとることができるよ

う、発達段階に応じた指導を行います。 

・可能な限り密集・密接を回避します。 

・教室やトイレなど、児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生

徒等が手を触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日１回

以上、消毒液等を使用して清掃を行います。 

・密閉を回避するためのこまめな換気を徹底します。その際、可能であれば、

２方向の窓を同時に開けるなど、効果的な換気に努めます。 

・学校教育活動上、近距離での会話や発声等が必要な場面も生じることが考

えられることから、児童生徒及び教職員は咳エチケットの徹底を行いま

す。 

・児童生徒が登校後に発熱した場合については、当該児童生徒を安全に帰宅

させ、症状がなくなるまで自宅で休養するよう指導します。なお、低年齢

の児童や状況に応じ、保護者等によるお迎えまで学校での待機が必要な

場合は、保健室以外の別室を設けるなど、他者との接触を可能な限り避け

られるよう配慮します。 

 

・医療ケアを必用とする児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒等の中には

重症化のリスクが高い場合もあることから、主治医や学校医の意見を踏

まえ、家庭と連携して適切な判断を行います。 

 

   

・各教科等の指導について、感染症対策を講じても、なお感染リスクが高

い学習活動については、当面、実施しません。 

 



・児童生徒の状況を的確に把握し、必要に応じて、健康相談等の実施や

スクールカウンセラー等による支援を行います。 

 

・感染者や濃厚接触者とその家族、感染症の対策や治療にあたる医療従

事者とその家族等に対する偏見や差別につながる行為は、断じて許さ

れるものではありません。このような偏見や差別が生じないよう、児

童生徒が新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を身に付ける

とともに、確かな人権意識を確立できるよう発達段階に応じた指導を

行います。 

 

・部活動再開後も密集・密接となる活動は避け、内容や方法を工夫し、

個人での練習などを中心に活動します。 

 

・学校給食については、関わる人数や時間を減らす工夫を施し、配膳の過

程を可能な範囲で簡略化します。 

・児童生徒等全員が食事の前の手洗いを徹底し、会食にあたっては、飛沫

を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、または会話を

控えるなどの対応を行います。 

 

 

 学校再開に向けた準備期間中及び再開後も、当分の間は以下について周知を行

い、感染防止対策を徹底します。 

 

以下の点について普段から心がけるよう、児童生徒に指導しますので、

各ご家庭においてもご協力いただきますようお願いします。 

・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける 

 ・会話は、できるだけ真正面を避ける 

 ・症状が無くてもマスクを着用する 

 ・家に帰ったら直ぐに手洗い、うがい、着替え、シャワー、入浴を行う 

 ・手洗いは３０秒程度、水と石けんで丁寧に行う 



 ・感染流行地域へは行かない 

 ・帰省や旅行を控える 

 

・登校日及び学校再開前また登校日再開後においても、毎朝、各家庭にお

いて検温及び風邪症状の有無の確認を行い、症状がある場合は登校を控

え、必要に応じて医療機関へ相談してください。 

 

・感染防止のため、マスクの着用を基本とします。特に、近距離での会話 

等が必要な場面では、マスクの着用を徹底します。 

 

 

 

 

 


